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研究成果の概要（和文）：本研究では、「植民地責任」概念を用いて、脱植民地化過程を第二次

世界大戦後の植民地独立期に限定せず、20 世紀の世界史全体の展開の中で検討した。その結果、

第一次世界大戦期の萌芽的に出現した「植民地責任」論に対し、それを封じ込める形で国際的

な植民地体制の再編が行われ、その体制が 1960 年代の植民地独立期を経て「冷戦」期にまで継

続したことが明らかになった。 
 
研究成果の概要（英文）：The project aimed to understand the historical process of 
decolonization in the 20th century world history, instead of limiting it to the independence 
era after WWII, in terms of the concept of “colonial responsibilities” proposed by the 
precedent project. The colonial regime worldwide was reorganized and internationalized 
after WWI to oppose the emerging voice of questioning the “colonial responsibilities.” The 
regime continued to exist even after the independence era of 1960s. through to the end of 
the “Cold War.” 
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１．研究開始当初の背景 
 2001 年の「ダーバン会議」(国連「人種主
義・排外主義に反対する国際会議」)前後か
ら国際社会で顕著になってきた欧米諸国の
植民地支配や奴隷貿易の帰結に対する謝罪
や補償を求める動きについて、それを歴史的
に分析するために、科学研究費補助金による
研究「『植民地責任』論からみる脱植民地化

の比較歴史学的研究」(2004-06 年度、基盤研
究(B)、代表者：永原陽子)において、脱植民
地化研究の方法・視点としての「植民地責任」
の概念を提唱し、その有効性を確認した。本
研究はそれをさらに発展させ、「植民地責任」
論の視角から、20 世紀の脱植民地化過程を世
界史的な広がりの中で再検討することを課
題とした。 
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２．研究の目的 
 上記を背景に、本研究では以下の点を明ら
かにすることを目的とした。 
(1) 旧植民地地域の人々からの謝罪や補償
等の要求の事例(訴訟を含む)を幅広く調査
し、今日の世界で現出している「植民地責任」
をめぐる議論の内容と特徴を明らかにする。 
(2) (1)の事例が拠って立つ法的ならびに
歴史認識上の枠組みを明らかにし、歴史学的
「植民地責任」論の理論化をはかる。 
(3)  (1)(2)の歴史的背景として、脱植民地
化の多面的なあり方と諸段階を明らかにす
る。とくに、南米諸国の 19 世紀段階での独
立と脱植民地化、19 世紀から 20 世紀への世
紀転換期における植民地支配者の交代、第一
次世界大戦後の植民地体制の再編など、通常
「脱植民地化」とされる以前の段階を重視し、
脱植民地化の各段階で「植民地責任」論の要
素がいかに生まれてきたかを明らかにする。 
(4) 旧宗主国社会・植民地社会双方における
植民地主義・奴隷貿易等の過去についての、
謝罪・補償要求以外の動き、とりわけ身体標
本や文化財等の返還をめぐる諸問題を調査
し、そこに表われた歴史意識・歴史認識の特
質を明らかにする。 
(5)  (1)-(4)の分析を、戦争責任論ならびに
とくに近年顕著なジェノサイド等の大規模
人権犯罪をめぐる、一方での「処罰」と他方
での「和解」の動きと比較しながら総合的に
検討し、「植民地責任」論を、本来の植民地
問題を超えた大規模暴力をめぐる普遍的な
議論に発展させる可能性を探る。 
 
３．研究の方法 
 上記分担者の専門地域(1)-(3)の課題に対
応し、分担者ならびに協力者が国内外の史資
料（英・仏・独・葡など旧宗主国側の植民地
政策関係文書、モザンビーク、南アフリカ、
ナミビア、ガーナ、ケニア等アフリカ各地、
ニューカレドニア、パラオ、沖縄、中国、南
北アメリカ各地等の 19 世紀末以降の記録文
書・オーラルヒストリー）を収集調査し、ま
た(4)にかんしては関係者インタヴュー等も
含めて調査を行った。その成果について、毎
年各４回の研究会で報告し全員で共有する
とともに、海外からの招聘者ならびに分担
者・協力者以外の研究者を含む国際ワークシ
ョップ・シンポジウムで研究者コミュニティ
に公開し、研究の方向性を確認するとともに、
一般にも公開した。 
 
４．研究成果 
 本研究をつうじて明らかになったことは
以下のとおりである。 
(1) 「植民地責任」概念を用いて、植民地体
制下の大規模暴力（大量虐殺、拷問、組織的
性暴力など）の実態と、それをめぐる当事者

たちの歴史認識の問題とを相互に連関させ、
脱植民地化の歴史をその主体の歴史認識に
即して考察したことにより、植民地体制下の
暴力の実態と独立後の社会が抱えるその遺
産の問題が、第二次世界大戦の戦勝国・敗戦
国の区別を超えた世界史の構造の中に位置
づけられ、「戦時」に限定されない「平時」
の暴力を視野に入れてとらえるという植民
地社会の歴史ならびに脱植民地化の歴史を
分析する上での重要な観点が示された。 
(2) 世界各地の植民地における抵抗と鎮圧
の暴力の分析から、「植民地責任」論の萌芽
が、20 世紀後半の狭義の「脱植民地化」期で
はなく、第一次世界大戦期にみられることが
明らかになった。「植民地責任」に相当する
内容を問う声は、戦時国際法の植民地への適
用、住民「蜂起」の鎮圧過程の暴力による被
害回復などをめぐる議論の形で、植民地領有
国ならびに対立する複数の植民地領有国間
のみならず、植民地住民自身の中にあった。
第一次世界大戦後の植民地体制の再編は、そ
のような萌芽的な「植民地責任」論を抑え込
むものであった。この体制は以後 20 世紀を
通じて、1960 年代の狭義の「脱植民地化」期
を越えて継続し、その後は「冷戦」の形で、
植民地責任を問う声を封じ込める体制とな
った。 
(3) 1990 年代以降の「植民地責任」追及の
声の顕在化は、直接的には「冷戦」体制の崩
壊を契機としているが、(2)が示すとおり、
20 世紀を通じて構築された国際的な植民地
体制の崩壊とそれへの巻き返しとの厳しい
緊張関係の中で生じている。暴力の被害への
補償の要求のように直接的な経済的意味を
持つものは、1990 年代からの新自由主義的な
「グローバル化」の否定的な影響に連動して
いる。そのために要求が顕在化しているアフ
リカ諸地域とアジア諸地域等の差が生じて
いる。しかし、文化財・身体標本の返還要求
などの検討により、それがより広汎な地域で
の、植民地主義の歴史をめぐる新たな認識の
問題であることが明らかになった。 
(4) 本研究が取り組んだ「植民地責任」論
の視点からの 20 世紀世界史の再考は、日本
の「韓国併合 100 年」にあたる 2010 年前後
に植民地支配の歴史を再考する機運が高ま
ったことと相まって、「植民地責任」概念を
広く歴史研究の分野において定着させたば
かりでなく、一般社会においても大きな反響
を得た（各種研究書の標題、国際会議等のテ
ーマ、新聞記事等にこの概念が採用された）。 
 なお、目的(5)に掲げた内容については、
目的(4)をめぐる検討の中で扱ったが、植民
地支配の複合的な構造（宗主国＝植民地関係
に収まらない、植民地間関係）に即してより
一層の検討が必要であり、今後の課題とした
い。 
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